
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
が
そ
の
業
務
に
関
し
て
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
報
酬
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る

件

別
添
一
第
２
項
第
一
号
中

工
事
と
設
計
図
書

事
が
設
計
図
書
の

認
め
る
と
き
は
、

与
え
、
工
事
施
工

そ
の
旨
を
建
築
主

者
が
設
計
図
書
の

い
て
は
建
築
主
に

は
、
建
築
主
及
び

「

^
施
工
図
等
を
設
計

図
書
に
照
ら
し
て
検

討
及
び
報
告
す
る
業

務

」

]
設
計
図
書
の
内
容

の
把
握
等
の
業
務

「

^
設
計
図
書
に
照
ら

し
た
施
工
図
等
の
検

討
及
び
報
告

」

]
設
計
図
書
の
内
容

の
把
握
等

を

に
、 「

工
事
と
設
計
図
書
と
の
照
合
及
び
確
認
の
結
果
、
工

事
が
設
計
図
書
の
と
お
り
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と

認
め
る
と
き
は
、
直
ち
に
、工
事
施
工
者
に
対
し
て
、

そ
の
旨
を
指
摘
し
、
当
該
工
事
を
設
計
図
書
の
と
お

り
に
実
施
す
る
よ
う
求
め
、
工
事
施
工
者
が
こ
れ
に

従
わ
な
い
と
き
は
、そ
の
旨
を
建
築
主
に
報
告
す
る
。

な
お
、
工
事
施
工
者
が
設
計
図
書
の
と
お
り
に
施
工

し
な
い
理
由
に
つ
い
て
は
建
築
主
に
書
面
で
報
告
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
建
築
主
及
び
工
事
施
工
者
と

協
議
す
る
。

に
改
め
る
。

と
の
照
合
及
び
確
認
の
結
果
、
工

と
お
り
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と

直
ち
に
、
工
事
施
工
者
に
注
意
を

者
が
こ
れ
に
従
わ
な
い
と
き
は
、

に
報
告
す
る
。
な
お
、
工
事
施
工

と
お
り
に
施
工
し
な
い
理
由
に
つ

書
面
で
報
告
し
た
場
合
に
お
い
て

工
事
施
工
者
と
協
議
す
る
。

」
を

「

」

平成™˜年�月›日 木曜日 第œ—Ÿ›号官 報

こ
の
書
簡
は
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
、
ア
ラ

ビ
ア
語
及
び
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
解
釈
に
相
違
が
あ

る
場
合
に
は
、
英
語
の
本
文
に
よ
る
も
の
と
し
ま
す
。

本
使
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
貴
官

に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
九
年
五
月
二
十
一
日
に
ド
ー
ハ
で

カ
タ
ー
ル
国
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

北
爪
由
紀
夫

カ
タ
ー
ル
国

経
済
・
財
務
省
歳
入
税
務
局
長

モ
フ
タ
・
ジ
ャ
シ
ム
・
ア
ル
・
モ
フ
タ
殿

（
危
機
対
応
業
務
の
対
象
と
な
る
者
）

第
三
条

危
機
対
応
業
務
の
対
象
と
な
る
者
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一

第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
案
に
つ
い
て
は
、

指
定
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
。

二

第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
事
案
に
つ
い
て
は
、

社
会
的
、
経
済
的
環
境
の
変
化
等
の
外
的
要
因
に
よ

り
、
一
時
的
に
売
上
の
減
少
そ
の
他
の
業
況
の
悪
化

を
来
し
て
い
る
事
業
者
で
あ
っ
て
、中
長
期
的
に
は
、

そ
の
業
況
が
回
復
し
、
か
つ
、
そ
の
事
業
が
発
展
す

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
。

（
利
子
補
給
金
の
支
給
に
関
す
る
事
項
）

第
四
条

利
子
補
給
金
の
支
給
は
実
施
し
な
い
も
の
と
す

る
。

（
ツ
ー
ス
テ
ッ
プ
・
ロ
ー
ン
に
関
す
る
事
項
）

第
五
条

ツ
ー
ス
テ
ッ
プ
・
ロ
ー
ン
（
株
式
会
社
日
本
政

策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。）第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
資
金
の
貸
付
け
を
い
う
。）に
つ
い
て
の
特
定
資
金

の
貸
付
け
等
の
限
度
額
は
、
社
会
資
本
整
備
に
係
る
も

の
そ
の
他
主
務
大
臣
が
定
め
た
も
の
に
は
適
用
さ
れ
な

い
も
の
と
す
る
。

（
損
害
担
保
取
引
に
関
す
る
事
項
）

第
六
条

損
害
担
保
取
引
（
法
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号

に
規
定
す
る
補
て
ん
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
つ
い
て

は
、
指
定
金
融
機
関
が
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

う
危
機
対
応
業
務
の
た
め
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
対
象
と
す
る
特
定

資
金
の
貸
付
け
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
限
度
額
は
、

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
及
び
他
の
指
定
金
融

機
関
か
ら
調
達
す
る
資
金
を
合
計
し
て
、
既
存
貸
付

残
高
に
か
か
わ
ら
ず
一
億
五
千
万
円
（
組
合
に
つ
い

て
は
四
億
五
千
万
円
）
と
し
、
同
時
期
に
株
式
会
社

日
本
政
策
金
融
公
庫
が
実
施
す
る
災
害
復
旧
貸
付
と

同
条
件
の
貸
付
け
等
に
限
る
も
の
と
す
る
。

二

第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
を
対
象
と
す
る
特
定

資
金
の
貸
付
け
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
限
度
額
は
、

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
及
び
他
の
指
定
金
融

機
関
か
ら
調
達
す
る
資
金
を
合
計
し
て
七
億
二
千
万

円
と
し
、
同
時
期
に
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫

が
実
施
す
る
経
営
環
境
変
化
対
応
資
金
と
同
条
件
の

貸
付
け
等
に
限
る
も
の
と
す
る
。

（
共
通
事
項
）

第
七
条

危
機
対
応
業
務
の
実
施
は
、
主
務
大
臣
か
ら
指

示
を
受
け
た
指
定
金
融
機
関
に
限
り
行
う
も
の
と
す

る
。

別
添
四
1.
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
住
宅
の
建
築
及
び
維
持
保
全
に
関
す
る
計
画
の
作
成
に
係
る
業
務

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
財

務

省

農
林
水
産
省

経
済
産
業
省
告
示
第
六
号

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

指
定
金
融
機
関
が
危
機
対
応
業
務
を
行
う
こ
と
が
必
要
で

あ
る
旨
の
認
定
を
行
い
、
対
象
と
す
べ
き
事
案
等
を
定
め

た
の
で
、
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
四
日

財
務
大
臣

与
謝
野

馨

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

（
対
象
と
す
べ
き
事
案
）

第
一
条

対
象
と
す
べ
き
事
案
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

災
害
救
助
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）

第
二
条
の
災
害
に
関
す
る
事
案
。

二

内
外
の
金
融
秩
序
の
混
乱
又
は
大
規
模
な
災
害
、

テ
ロ
リ
ズ
ム
若
し
く
は
感
染
症
等
の
例
外
的
な
経
済

情
勢
・
社
会
情
勢
等
に
該
当
す
る
状
況
に
対
し
て
、

政
府
を
挙
げ
た
対
策
が
取
ら
れ
る
事
案
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
。

イ

「
生
活
対
策
」
中
小
企
業
金
融
緊
急
特
別
相
談

窓
口
に
関
す
る
事
案

ロ

建
築
関
連
中
小
企
業
者
対
策
特
別
相
談
窓
口
に

関
す
る
事
案

ハ

ガ
ソ
リ
ン
・
軽
油
販
売
関
連
中
小
企
業
金
融
支

援
対
策
特
別
相
談
窓
口
に
関
す
る
事
案

ニ

事
故
米
転
用
問
題
に
関
す
る
中
小
企
業
金
融
支

援
対
策
特
別
相
談
窓
口
に
関
す
る
事
案

ホ

Ｓ
Ｆ
Ｃ
Ｇ
関
連
特
別
相
談
窓
口
に
関
す
る
事
案

ヘ

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
関
連
特
別
相
談

窓
口
に
関
す
る
事
案

ト

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
関
連
中
小
企
業
金
融
支

援
対
策
特
別
相
談
窓
口
に
関
す
る
事
案

（
実
施
期
間
）

第
二
条

実
施
期
間
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
末
日
ま
で

と
す
る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
一
号

成
田
国
際
空
港
の
施
設
に
つ
い
て
告
示
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百

三
十
一
号
）
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
四
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

一

設
置
者
の
氏
名
及
び
住
所

成
田
国
際
空
港
株
式
会
社

千
葉
県
成
田
市
古
込
字
古
込
一
番
地
一

二

空
港
の
名
称
及
び
位
置

成
田
国
際
空
港

千
葉
県
成
田
市

三

変
更
し
た
事
項
（
変
更
前
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
十
一
号
及
び
平
成
二
十

一
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
二
号
を
参
照
。）

イ

誘
導
路

延
長

二
万
九
千
九
百
九
十
七
メ
ー
ト
ル

ロ

エ
プ
ロ
ン

面
積

二
百
十
九
万
四
千
三
百
八
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

四

変
更
し
た
事
項
に
係
る
施
設
の
供
用
開
始
期
日

平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
日

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
二
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
が
そ

の
業
務
に
関
し
て
請
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
報
酬
の
基
準
（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
告
示
第
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
四
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
三
号

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
百
二
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
航
空
法
第
百
二
十

六
条
第
五
項
の
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
必
要
と
し
な
い
空
港
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平
成
十
二
年
運
輸
省
告
示

第
二
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
六
月
四
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
四
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

「
富
山
空
港
」
の
下
に
「
、
静
岡
空
港
」
を
加
え
る
。
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